
 
第４０期定時株主総会招集ご通知に際しての 

インターネット開示事項 
 
 

第４０期（２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで） 

・業務の適正を確保するための体制 

・業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

・連結株主資本等変動計算書 

・連結注記表 

・株主資本等変動計算書 

・個別注記表 

 

 

株式会社 ラウンドワン 



 

業務の適正を確保するための体制 
 
 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の

適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。 
 
（１）取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

①取締役･社員等（全従業員をいう。以下同じ。）の職務の執行が法令および定款に適合し、か

つ企業の社会的責任を果たすため、代表取締役は繰り返し啓蒙活動を行う。 
②「コンプライアンスポリシー」を定め、全取締役・社員への周知徹底を行う。 
③横断的組織から成るコンプライアンス･リスクマネジメントチームを設置する。同チームは

法令遵守体制の整備・運用状況を多角的に検討し、取締役会・代表取締役および各部署へ改

善の提案を行う。 
④コンプライアンス･リスクマネジメントチームは社員のコンプライアンスに関する意識・内

部統制に関する意識を高める活動を行う。 
⑤社内外に内部者通報窓口を設置し、広く情報収集を図る。 
⑥内部監査室は各部署の法令遵守の状況を監査する。 
⑦適正な財務報告を提供するため、諸規則等に基づいた規程・マニュアル等を整備し、その周

知徹底・遵守に努めるとともに、社内牽制制度を有効に機能させ、その適正を確保する。 
⑧反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。 

（２）取締役の職務の執行に係わる情報の保存および管理に関する体制 
①取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定、取締役を決定者とする決定、その他職務の

執行に関する重要な事項については、各管理規程および要領に従い文書にて記録する。 
②上記文書は、「文書管理規程」に定めるところに従い一定期間保存し、監査役等の閲覧要求

に迅速に対応できる状態を維持する。 
（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

①リスクマネジメント基本規程を定め、コンプライアンス、環境、災害、サービス提供、情報

管理等に係わるリスクについて、各部署で必要に応じたリスクの分析・対策の検討を行うと

ともに規則・ガイドラインを制定し、マニュアル配布、研修等を実施する。 
②新たに生じたリスクへの対応のために必要な場合は、速やかに対応責任者となる取締役を定

める。 
③コンプライアンス･リスクマネジメントチームはリスク管理に対する総合的な検討を行う。

具体的には、各部署および取締役の上記①②の活動をサポートする。 
④店舗運営から独立した営業支援室を設置し、店舗運営におけるリスクの管理・改善指導を重

点的に行う。 
⑤内部監査室はコンプライアンス・リスクマネジメントチームならびに営業支援室と連携し、

各部署の日常的なリスク管理の状況を監査する。 
（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 



①事業計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化し、社員・取締役間の目標の共有化を

進める。 
②職務分掌規程に従い各組織体の業務範囲を明確化し、職務権限規程に従い責任の所在を明確

化する。 
③意思決定プロセスを明確化し意思決定の迅速化を図る。また、取締役数について効率的な業

務執行を確保できる適正数とすることで、機動的な取締役会の開催を確保する。 
④適時正確な情報開示を行い、ステークホルダーの十分な理解を得ることに努める。 

（５）当該株式会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
イ.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制 
①関係会社管理規程を定め、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当

社への定期的な報告を義務付ける。 
②連結決算対象の管理者等と、迅速な意思疎通ならびに正確な情報の授受を行うことのでき

る体制を構築し、適時正確な情報の共有に努める。 
③海外子会社については、担当取締役が取締役会に財務報告、リスク管理状況の報告を含め

た事業報告を定期的に行う体制とする。 
ロ.子会社の損失の危険管理に関する規程その他の体制 
①リスクマネジメント基本規程において、当社グループ全体のリスク管理体制を策定し、リ

スクカテゴリーごとの責任部署を定める等、リスクを網羅的・統括的に管理する体制の充

実に努める。 
ハ.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
①取締役会にて、当社グループ全体の事業計画を定め、子会社として達成すべき目標を明確

化するとともに定期的な検討を行う。 
②子会社の職務分掌、指揮命令系統、権限および意思決定に関しては、当社に準じた体制の

構築を義務付ける。 
③子会社の取引・決済について、あらかじめ一定の基準を設ける。 

ニ.子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する

ための体制 
①当社グループの取締役･社員等に対し、職務の執行が法令および定款に適合し、かつ企業

の社会的責任を果たすよう繰り返し啓蒙活動を行う。 
②子会社に対し、当社に準じた「コンプライアンスポリシー」の策定および周知徹底を義務

付ける。 
③当社グループにおいては、会社の規模や業態等に応じて、適切なコンプライアンス推進担

当者およびコンプライアンス委員会等の設置を義務付け、かかる担当者間の連携を図るこ

とで、当社グループ全体の法令遵守の徹底を図る。 
④子会社に対し、内部監査室による定期的な監査を実施する。 

（６）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

事項 
①監査役は、内部監査室の社員に必要な業務を委嘱することができる。 
②監査役が要望した場合は、必要に応じ、監査業務に従事できる専門性を有する者を、監査に

必要な期間配置する。 



③監査役が要望した場合は、必要に応じ、監査役スタッフを配置する。 
（７）監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実

効性の確保に関する事項 
①内部監査室の社員の人事異動・評価については、監査役会の意見を尊重する。 
②監査役の補助の職務を行う社員の人事異動については、監査役会の同意を必要とする。 
③監査役の補助の職務を行う社員は、もっぱら監査役の指揮命令に従わなければならない。 
④（６）－①において監査役から業務の委嘱を受けた社員は、委嘱された業務に関し、取締役

および上長の指揮命令を受けない。 
（８）監査役への報告に関する体制 

①当社グループの取締役・社員等またはこれらの者から報告を受けた者は、当社グループに重

大な損失を与える事項が発生し、または発生する恐れがあるとき、当社グループの取締役・

社員等による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定

めた事項が生じたときは、ただちに監査役に報告する。 
②監査役は、取締役会に出席するほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握す

るため主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社グルー

プの取締役・社員等に対して説明を求める。 
③常勤監査役はコンプライアンス・リスクマネジメントチームおよび内部監査室の会合に出席

し、積極的に提言・意見交換を行う。 
④内部監査室は、内部監査実施状況、内部監査結果、その他の重要情報を監査役へ報告する。 
⑤（６）－①において業務の委嘱を受けた内部監査室の社員は、速やかに監査役へ当該業務に

関する報告を行う。 
（９）監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを

確保するための体制 
①監査役へ報告を行った当社グループの取締役・社員等に対し、当該報告をしたことを理由と

して不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役・社員等に周知徹底

する。 
（10）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執

行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 
①監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等を請求した時は、当該請求に係る費

用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当

該費用または債務を処理する。 
（11）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

①監査役は、代表取締役および各取締役と定期的に意見を交換し、適切な意思疎通および効果

的な監査業務の遂行を図る。 
②監査役は、顧問弁護士・会計監査人等各方面の専門家との連携を図り、監査業務に対する幅

広い助言を受ける機会とする。 
 

以上 
 
 



 
 

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 
  
業務の適正を確保するための体制につきましては適切に運用されておりますが、運用状況の概要

として特記すべき事項は下記のとおりであります。 
 
＜コンプライアンス体制＞ 
 ・コンプライアンスポリシーを全事業所に掲示し、周知徹底しております。 
 ・毎月開催の定例取締役会において、法令の遵守状況、内部者通報窓口の対応状況の確認を行っ

ております。  
・コンプライアンス・リスクマネジメントチームは毎週実施の会合にて法令遵守状況を確認し、

随時、取締役会への提言を行っております。 
  
＜リスクマネジメント体制＞ 
 ・各部門長は重要事項の決裁にあたり、リスク情報を確認・検討・開示し、社内でリスク情報を

共有する仕組みとしております。 
 ・毎週開催のコンプライアンス・リスクマネジメントチームの会合に営業支援室長、内部監査室

長が出席し、リスク情報を共有・検討しております。 
・コンプライアンス・リスクマネジメントチームは毎週実施の会合にてリスク管理状況を確認し、

随時、取締役会への提言を行っております。 
  
＜グループ管理体制＞ 
 ・毎月開催の定例取締役会にて、海外子会社担当取締役出席のもと、財務状況、リスク管理状況

その他の重要事項を検討しております。 
 ・グループ全体のリスク管理体制・事業計画については、上記報告とあわせて、取締役会にて検

討しております。 
 
＜監査役監査体制＞ 
 ・従業員が法令遵守に関する重大な問題を発見した場合、監査役へ報告する義務を就業規則に規

定し、これを周知徹底しております。 
 ・常勤監査役は毎週開催のコンプライアンス・リスクマネジメントチームの会合に出席し、   

意見交換を行っております。 
 

以上 
                                       
 



連結株主資本等変動計算書

(2019年４月１日から
2020年３月31日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 25,021 22,638 14,767 △337 62,089

連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,905 △1,905

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

4,794 4,794

自 己 株 式 の 取 得 △2 △2

株主資本以外の項目の当
連結会計年度変動額(純額)

連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 － － 2,889 △2 2,886

当連結会計年 度末残 高 25,021 22,638 17,657 △340 64,976

その他の包括利益累計額
新 株
予 約 権

非 支 配
株主持分

純資産合計土 地 再 評 価
差 額 金

為替換算調整
勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 △138 539 400 114 － 62,604

連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,905

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

4,794

自 己 株 式 の 取 得 △2

株主資本以外の項目の当
連結会計年度変動額(純額)

△419 △419 68 0 △350

連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 － △419 △419 68 0 2,536

当連結会計 年度 末残 高 △138 119 △18 183 0 65,141

（注）　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。



連結注記表
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）

１．連結の範囲に関する事項
連結子会社の状況
・連結子会社の数　３社
・連結子会社の名称

Round One Entertainment Inc.
Round One Rus LLC
朗玩（中国）文化娯楽有限公司

・連結の範囲の変更
　当連結会計年度から、新たに設立いたしましたRound One Rus LLC及び朗
玩（中国）文化娯楽有限公司を、連結の範囲に含めることとしたものであり
ます。

２．連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうちRound One Rus LLC及び朗玩（中国）文化娯楽有限公司の決
算日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、連結決算日現
在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。その他の連結子会
社の決算日は、連結会計年度と一致しております。

３．持分法の適用に関する事項
持分法適用の関連会社の状況
・持分法適用の関連会社数　１社
・関連会社の名称

Kiddleton, Inc
・持分法の範囲の変更

　当連結会計年度から、Kiddleton, Incに出資をしたことにより持分法適用
の関連会社に含めることとしたものであります。

４．会計方針に関する事項
(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産
商品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切
下げの方法により算定）

貯蔵品
移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切
下げの方法により算定）

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法によっております。
　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並
びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、
定額法を採用しております。
　なお、在外子会社については定額法によっております。



主な耐用年数
建物 ３～47年 構築物 10～45年
ボウリング設備 ５～13年 アミューズメント機器 ３～７年
什器備品 ２～20年

②　無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法によっております。
　なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能
期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

③　リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用して
おります。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっておりま
す。

(3）その他連結計算書類作成のための重要な事項
①　ヘッジ会計の処理

特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用してお
ります。

②　消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（表示方法の変更に関する注記）
（連結損益計算書）
　前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含めていた「受取保険金」
（前連結会計年度は８百万円）は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度よ
り独立掲記することといたしました。

（連結貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 73,714百万円
２．担保に供している資産及び担保に係る債務

(1）担保に供している資産
建物及び構築物 3,081百万円
土地 2,319百万円

　計 5,401百万円
(2）担保に係る債務

長期借入金（１年内返済予定分を含む） 3,056百万円
３．保証債務

Kiddleton, Incの建物賃貸借契約に対する保証 126百万円



４．土地再評価法の適用
　「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評価に関する法律の一部を改
正する法律」に基づき事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額金として純
資産の部に計上しております。
・同法律第３条第３項に定める再評価の方法
　土地の再評価に関する法律施行令第２条第３号に定める固定資産税評価額に
合理的な調整を行って算出しております。
・再評価を行った年月日 2002年３月31日
・再評価を行った土地の期末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額 △20百万円

（連結損益計算書に関する注記）
　減損損失

　当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

当連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

場所 用途 種類

関東地区 事業用資産 建物及び構築物

米国 事業用資産 建物及び構築物

　当連結グループは、事業用資産については各個別店舗毎にグルーピングを行
っております。
　当連結グループは、当連結会計年度において、収益性が著しく低下した事業
用資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失
（1,086百万円）として特別損失に計上しております。なお、回収可能価額は、
正味売却価額より測定しております。正味売却価額は、売却見込額等合理的な
見積りにより算定しております。

　減損損失の内訳は、次のとおりであります。
　建物及び構築物 1,086百万円



（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類
当 連 結 会 計 年 度

期 首 の 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度

増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度

減 少 株 式 数

当連結会計年度末の

株 式 数

普 通 株 式 95,452,914株 － － 95,452,914株

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類
当 連 結 会 計 年 度

期 首 の 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度

増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度

減 少 株 式 数

当連結会計年度末の

株 式 数

普 通 株 式 191,240株 2,175株 － 193,415株

（注）自己株式数は、単元未満株式の買取により2,175株増加しております。

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分
新株予約権の

内 訳

新株予約権の目

的 と な る

株 式 の 種 類

新株予約権の目的となる株式数（株） 当 連 結 会 計

年 度 末 残 高

（百万円）
当連結会計

年度期首

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

提出

会社

ストック・オプ

ションとしての

新 株 予 約 権

－ － － － － 183

合計 － － － － － 183

（注）上記ストック・オプションとしての新株予約権のうち、権利行使期間の初日が

到来していないものは、183百万円であります。

４．配当に関する事項
(1）配当金支払額等

①　2019年６月22日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 952百万円
・１株当たり配当額 10円
・基準日 2019年３月31日
・効力発生日 2019年６月24日

②　2019年11月8日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 952百万円
・１株当たり配当額 10円
・基準日 2019年９月30日
・効力発生日 2019年12月３日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会
計年度になるもの
2020年６月26日開催予定の定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 952百万円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 10円
・基準日 2020年３月31日
・効力発生日 2020年６月29日



（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機
関からの借入により資金を調達しております。
　借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）でありま
す。

２．金融商品の時価等に関する事項
　2020年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい
ては、次のとおりであります。

（単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額（＊）

時価（＊） 差 額

(1）現金及び預金 34,515 34,515 －

(2）差入保証金 8,802 8,802 －

(3）社債 (3,675) (3,674) 0

(4）長期借入金 (22,175) (22,318) △143

(5）リース債務 (18,230) (18,179) 51

（＊）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

金融商品の時価の算定方法
(1）現金及び預金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額によっております。
(2）差入保証金
　差入保証金の時価については、投資回収可能な年数に基づいた利率で割り引
いて算定する方法によっております。
(3）社債、(4）長期借入金、並びに(5）リース債務
　これらは、元利金の合計額を同様の新規借入等を行った場合に想定される利
率で割り引いて算定する方法によっております。

(税効果会計に関する注記)
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、2020年４月においては当社グルー
プの大半の店舗が臨時休業となっております。日本においては、緊急事態宣言の解
除、もしくは各地方自治体からの休業要請の緩和状況を勘案し、営業を再開する方
針です。米国においても、州政府・郡からの要請緩和がなされた場合に順次営業を
再開する方針です。営業再開後は段階的に業績が回復し、2021年３月には新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大以前の状況に戻っていることを想定しております。繰
延税金資産は、上記の想定に基づき将来の課税所得を見積もって、回収可能性を判
断しております。



（リースにより使用する固定資産に関する注記）
オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
①　１年内 14,355百万円
②　１年超 50,627百万円

計 64,982百万円

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 681円 91銭
２．１株当たり当期純利益 50円 33銭

（重要な後発事象に関する注記）
（自己株式の取得）

　2020年３月31日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により
読み替えて適用される同法第156条第１項の規定に基づき、自己株式を取得する
こと及びその具体的な取得方法について決議いたしました。
１．自己株式の取得を行う理由

　資本効率の向上を図り、機動的な資本戦略に備えて自己株式を取得いたしま
す。

２．取得内容
（１） 取得する株式の種類

当社普通株式
（２） 取得する株式の総数

10,000,000株（上限）
（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合：10.5％）

（３） 株式取得価額の総額
5,000百万円（上限）

（４） 取得する期間
2020年４月２日から2020年５月19日まで

（５） 取得方法
東京証券取引所における市場買付



（長期借入金による資金調達およびコミットメントライン契約締結について）
　長期借入金による資金調達およびコミットメントライン契約の締結を行いま
した。
１． 長期借入金による資金調達について

　当社は、新型コロナウイルス感染症拡大防止による店舗休業等への対応とし
て、さらなる財務安定性向上のため、2020年５月１日付で金融機関より当年度
の事業資金として10,000百万円の資金調達を行いました。

２. コミットメントライン契約の締結について
（１）融資枠設定金額 16,000百万円
（２）契約開始日 2020年５月１日
（３）契約終了日 2021年４月30日
（４）金融機関 三井住友銀行
 　　　　　　　三井住友信託銀行
 　　　　　　　三菱UFJ銀行
 　　　　　　　みずほ銀行
（５）財務制限条項 なし
（６）契約締結の目的

新型コロナウイルス感染症が当社グループにあたえる影響は、不透明さが
残る状況であるため、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築を図るため
コミットメントライン契約を締結するものであります。



株主資本等変動計算書

(2019年４月１日から
2020年３月31日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利益剰余金

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

資 本 準 備 金
そ の 他 資 本
剰 余 金

資 本 剰 余 金
合 計

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 25,021 6,255 16,382 22,638 13,311 △337 60,633

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,905 △1,905

当 期 純 利 益 5,349 5,349

自 己 株 式 の 取 得 △2 △2

株主資本以外の項目の当
期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― ― 3,444 △2 3,441

当 期 末 残 高 25,021 6,255 16,382 22,638 16,755 △340 64,075

評価・ 換算差額等

新株予約権 純資産合計
土地再評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △138 △138 114 60,609

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,905

当 期 純 利 益 5,349

自 己 株 式 の 取 得 △2

株主資本以外の項目の当
期 変 動 額 ( 純 額 )

68 68

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 68 3,510

当 期 末 残 高 △138 △138 183 64,119

（注）　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。



個別注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．資産の評価基準及び評価方法
(1）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式
移動平均法による原価法

その他有価証券
時価のないもの

移動平均法による原価法
(2）たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品
移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下
げの方法により算定）

貯蔵品
移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下
げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法
(1）有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法によっております。
　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並
びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、
定額法を採用しております。

主な耐用年数
建物 ３～47年 構築物 10～45年
ボウリング設備 ５～13年 アミューズメント機器 ３～５年
什器備品 ２～20年

(2）無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法によっております。
　なお、ソフトウェア（自社利用分）については社内における利用可能期
間（５年）に基づく定額法を採用しております。

(3）リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用してお
ります。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。

(4）長期前払費用
　定額法によっております。



３．その他計算書類作成のための重要な事項
(1）　ヘッジ会計の処理
特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しておりま
す。

(2）　消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（表示方法の変更に関する注記）
　（損益計算書）

　前事業年度において営業外収益の「その他」に含めていた「販売協力金収入」（前
事業年度は35百万円）は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記す
ることといたしました。
　前事業年度において営業外収益の「その他」に含めていた「受取保険金」（前事
業年度は８百万円）は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記する
ことといたしました。

（貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 60,687百万円
２．保証債務

Round One Entertainment Inc.のリース料に対する債務保証
Kiddleton, Incの建物賃貸借契約に対する保証

4,531百万円
126百万円

３．偶発債務
Round One Entertainment Inc.の建物賃貸借契約に対する保証 967百万円

４．関係会社に対する金銭債権
短期金銭債権 64百万円



５．土地再評価法の適用
　「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評価に関する法律の一部を改
正する法律」に基づき事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額金として純
資産の部に計上しております。
・同法律第３条第３項に定める再評価の方法
　土地の再評価に関する法律施行令第２条第３号に定める固定資産税評価額
に合理的な調整を行って算出しております。

・再評価を行った年月日 2002年３月31日
・再評価を行った土地の期末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額 △20百万円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高

営業取引以外の取引による取引高
手数料収入等 126百万円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類
当 事 業 年 度

期 首 の 株 式 数

当 事 業 年 度

増 加 株 式 数

当 事 業 年 度

減 少 株 式 数

当 事 業 年 度

末 の 株 式 数

普 通 株 式 191,240株 2,175株 － 193,415株

（注）自己株式数は、単元未満株式の買取により、2,175株増加しております。



（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳
繰延税金資産

税務上の繰越欠損金 1,892百万円
未払事業税 130百万円
未払事業所税 106百万円
未払賞与 104百万円
一括償却資産 33百万円
減価償却超過額 323百万円
減損損失 3,279百万円
資産除去債務 1,854百万円
土地再評価差額金 42百万円
その他 157百万円

繰延税金資産小計 7,925百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 －
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △4,575百万円

評価性引当額小計 △4,575百万円

繰延税金資産合計 3,350百万円
繰延税金負債

差入保証金 △17百万円
資産除去債務に係る固定資産 △28百万円

繰延税金負債合計 △45百万円

繰延税金資産の純額 3,304百万円

（注）　繰延税金資産の回収可能性判断の基礎となる新型コロナウイルス感染症の

感染拡大による業績の回復に関する想定は連結計算書類に記載のとおりで
す。
　当社における税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、第34期及び第37
期において過年度に計上していた固定資産の減損損失額が税務上認容され
たこと等に伴い税務上の繰越欠損金が発生したことで生じたものですが、税
務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は将来の一時差異等加減算前課税所
得を考慮した結果、回収可能と判断しております。



（関連当事者との取引に関する注記）

子会社

（単位：百万円）

種 類 会 社 等 の 名 称
議決権等の
所有(被所
有 ) 割 合

関連当事者
と の 関 係

取 引 の 内 容 取引金額 科 目 期末残高

子会社
Round One Entertainment 
Inc.

所有
直接100%

債務保証契
約の締結

増資の引受（注１） 5,464 － －

リース契約等に対する
当社の債務保証（注２） 5,498 － －

保証料の受入（注２） 35 未収入金 1

取引条件及び取引条件の決定方針

（注）１．増資の引受は、Round One Entertainment Inc.が行った増資を当社が全額引き

受けたものであります。

２．保証料については、市場金利等を勘案して決定しております。



（リースにより使用する固定資産に関する注記）
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

①　１年内 10,706百万円
②　１年超 24,489百万円

　計 35,195百万円

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 671円18銭
２．１株当たり当期純利益 56円15銭

（重要な後発事象に関する注記）
（自己株式の取得）

　2020年３月31日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により
読み替えて適用される同法第156条第１項の規定に基づき、自己株式を取得する
こと及びその具体的な取得方法について決議いたしました。
１．自己株式の取得を行う理由

　資本効率の向上を図り、機動的な資本戦略に備えて自己株式を取得いたしま
す。

２．取得内容
（１） 取得する株式の種類

当社普通株式
（２） 取得する株式の総数

10,000,000株（上限）
（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合：10.5％）

（３） 株式取得価額の総額
5,000百万円（上限）

（４） 取得する期間
2020年４月２日から2020年５月19日まで

（５） 取得方法
東京証券取引所における市場買付



（長期借入金による資金調達およびコミットメントライン契約締結について）
　長期借入金による資金調達およびコミットメントライン契約の締結を行いま
した。
１． 長期借入金による資金調達について

　当社は、新型コロナウイルス感染症拡大防止による店舗休業等への対応とし
て、さらなる財務安定性向上のため、2020年５月１日付で金融機関より当年度
の事業資金として10,000百万円の資金調達を行いました。

２. コミットメントライン契約の締結について
（１）融資枠設定金額 16,000百万円
（２）契約開始日 2020年５月１日
（３）契約終了日 2021年４月30日
（４）金融機関 三井住友銀行
 　　　　　　　三井住友信託銀行
 　　　　　　　三菱UFJ銀行
 　　　　　　　みずほ銀行
（５）財務制限条項 なし
（６）契約締結の目的

新型コロナウイルス感染症が当社グループにあたえる影響は、不透明さが残
る状況であるため、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築を図るためコミ
ットメントライン契約を締結するものであります。


